
 

公   示 

 

準特定地域における営業方法の制限について 

 

         制  定  平成２８年１１月 ４日 九運公第 ４７ 号 

一部改正 平成３１年 ４月 １日 九運公第 ４ 号 

一部改正 令和  ２年 ３月３１日 九運公第１２０号 

一部改正 令和 ３年 ７月３０日 九運公第 ４０ 号 

一部改正 令和 ３年１０月 １日 九運公第 ６５ 号 

一部改正 令和 ３年１０月２９日 九運公第 ７４ 号 

一部改正 令和 ６年 ９月３０日 九運公第 ７３ 号 

              

平成２６年１月２４日付け公示「特定地域及び準特定地域における一般乗用

旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法に基づく営業方法

の制限に関する取扱いについて」第３の２．に基づき、対象地域の減休車率を

別表のとおり定めたので公示する。 

 

平成２８年１１月４日 

 

九 州 運 輸 局 長 佐々木 良 



 

別 表 

 

都道府県 

 

営業区域名 

（交通圏） 

営業区域 

減休車率 

福岡県 福岡交通圏 ８．２％ 

北九州交通圏 １１．０％ 

久留米市 １２．３％ 

筑豊交通圏 １３．０％ 

佐賀県 

 

佐賀市 １４．３％ 

唐津市 １７．０％ 

長崎県 

 

長崎交通圏 １２．３％ 

佐世保市 １４．７％ 

諫早市 １１．１％ 

宮崎県 

 

宮崎交通圏 ８．７％ 

延岡市 ８．３％ 

都城交通圏 １７．２％ 

大分県 大分市 １２．２％ 

別府市 １４．５％ 

鹿児島県 鹿児島市 ８．２％ 

鹿児島空港交通圏 １１．０％ 

 



附  則 

この公示は、平成２８年１１月 ４日から適用する。 

附  則（平成３１年 ４月 １日 九運公第 ４ 号） 

この公示は、平成３１年 ４月 １日から適用する。 

附  則（令和 ２年 ３月３１日 九運公第１２０号） 

この公示は、令和 ２年 ４月 １日から適用する。 

附  則（令和 ３年 ７月３０日 九運公第 ４０ 号） 

この公示は、令和 ３年 ８月 １日から適用する。 

附  則（令和 ３年１０月 １日 九運公第 ６５ 号） 

この公示は、令和 ３年１０月 １日から適用する。 

附  則（令和 ３年１０月２９日 九運公第 ７４ 号） 

この公示は、令和 ３年１１月 １日から適用する。 

附  則（令和 ６年 ９月 ３０日 九運公第 ７３ 号） 

この公示は、令和 ６年１０月 １日から適用する。 

 


